
甲斐市しのはら公園子ども体験学習施設条例施行規則 

令和 7年 9月 26 日 

規則第 34 号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、甲斐市しのはら公園子ども体験学習施設条例（令和 7 年甲斐市条例第 

18号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 (指定管理者の指定の申請) 

第２条 条例第 5 条第 1 項の規定による甲斐市しのはら公園子ども体験学習施設(以下「体

験学習施設」という。)の指定管理者の指定の申請は、指定管理者指定申請書(様式第 1

号)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行わなければならない。 

(1) 事業計画書 

(2) 収支計画書 

(3) 実施体制を記載した書類 

(4) 団体の概要を記載した書類 

(5) 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの 

(6) 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。) 

(7) 市長が指定する事業年度の貸借対照表及び損益通算書又はこれらに準ずるもの 

(8) 前各号に掲げるもののほか、条例第 5条第 2項各号に掲げる基準による指定管理者 

の選定のため市長が必要と認める書類 

 （屋内遊戯体験スペースの利用許可の申請） 

第３条 条例第 9 条第 1 項の規定により屋内遊戯体験スペースの利用許可を受けようとす

る者（以下「申請者」という。）は、甲斐市しのはら公園子ども体験学習施設屋内遊戯体

験スペース利用許可申請書（様式第 2号）により指定管理者に申請しなければならない。                                                                                                                                                                                                                                                                  

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者が屋内遊戯体験スペースを個人で利用

しようとする場合において、それぞれ当該各号に定める手続きをしたときは、利用の申

請があったものとみなす。 

(1) １歳未満の児童 年齢の確認できるものの提示 

(2) 前号に掲げる者以外の者 条例第 12 条の規定による利用料金の納付           

（屋内遊戯体験スペースの利用の許可） 

第４条 指定管理者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により屋内

遊戯体験スペースの利用を許可するものとする。 

(1) 個人で利用しようとする者 甲斐市しのはら公園子ども体験学習施設屋内遊戯体

験スペース利用券（様式第 3号）。以下「利用券」という。）の交付 

(2) 団体で利用しようとする者 甲斐市しのはら公園子ども体験学習施設屋内遊戯体 

験スペース利用許可書（様式第 4号）（以下「許可書」という。）の交付 



２ 利用券及び許可書は、屋内遊戯体験スペースを利用する際に係員に提出しなければな 

らない。 

３ 団体で利用しようとする場合において、利用する日が土曜日、日曜日及び休日である

ときは、指定管理者は利用を許可しないものとする。 

（屋内遊戯体験スペースの団体利用の変更等の手続き） 

第５条 前条第 1 項第 2 号の許可を受けた者が、利用の内容を変更しようとするときは、   

その旨を速やかに指定管理者に申し出なければならない。 

２ 前条第 1 項第 2 号の許可を受けた者が、利用の取消しをしようとするときは、許可書

を速やかに指定管理者に返還しなければならない。 

 （託児スペースの利用許可の申請） 

第６条 条例第 9 条第 1 項の規定により託児スペースを利用しようとする者は、甲斐市し

のはら公園子ども体験学習施設一時預かり利用申込書（様式第 5 号）等により指定管理

者に申請しなければならない。 

２ 指定管理者は、前項の規定による申込みがあった場合において適当と認めたときは、 

利用を許可するものとする。 

３ 指定管理者は、乳幼児が病気にかかっているときその他託児を受けることが適当でな 

いと認めるときは、託児スペースの利用を許可しないものとする。 

（申込の取消し等の申出) 

第７条 前条第 2 項の規定により通知を受けた者がその取消し又は変更を申し出ようとす

るときは、その旨を指定管理者に申し出なければならない。 

 （体験学習室の利用許可の申請） 

第８条 条例第 9 条第 1 項の規定により体験学習室を利用しようとする者は、利用しよう

とする日の属する月の 2 箇月前から利用日前 2 日までに甲斐市しのはら公園子ども体験

学習施設体験学習室利用許可申請書（様式第 6 号）を指定管理者に提出し、許可を受け

なければならない。ただし、指定管理者が特別の事情があると認めるときは、この限り

でない。 

２ 指定管理者は、前項の申請書を審査し、支障がないと認める場合は、甲斐市しのはら 

公園子ども体験学習施設体験学習室利用許可書（様式第 7号）を交付するものとする。 

３ 前項の利用許可書の交付を受けた者は、体験学習室の利用の開始に当たって、当該利

用許可書を職員等に提示しなければならない。 

４ 第 2 項の利用許可書の交付を受けた者が、利用の取消しをしようとするときは、当該

許可書を指定管理者に返納しなければならない。 

（利用終了の届出） 

第９条 利用者は、体験学習室の利用が終了したときは、速やかに職員等に届け出なけれ

ばならない。 



（利用料の減免） 

第 10 条 条例第 12 条第 3項の規定により利用料を減額し、又は免除することができる場

合は、次のとおりとする。 

（1）公益上必要と認める場合 

（2）官公署等の公共団体が公用又は公共用として利用する場合 

（3）前 2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認める場合 

 （利用料の減免申請） 

第 11 条 前条の規定により利用料の減免を受けようとする者は、甲斐市しのはら公園子ど 

も体験学習施設体験学習室利用料減免申請書（様式第 8号）を指定管理者に提出しなけ 

ればならない。 

２ 指定管理者は、前項の申請書を審査し、適当と認めた場合は、甲斐市しのはら公園子 

ども体験学習施設体験学習室利用料減免許可書（様式第 9号）を申請者に交付しなけれ 

ばならない。 

３ 前項の減免許可書の交付を受けた者は、申請事項に変更が生じた場合は、速やかに指 

定管理者に届け出なければならない。 

（損壊等の届出） 

第 12 条 施設を利用する者は、体験学習施設内の設備等を汚損し、又は損傷し、若しくは 

滅失したときは、速やかに指定管理者に届け出なければならない。 

２ 指定管理者は、前項の規定による届出があった場合は、市長に報告しなければならな 

い。 

（遵守事項） 

第 13 条 利用者及び入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 

（1）利用の許可を受けた場所以外には立ち入らないこと。 

（2）体験学習施設内で喫煙し、所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。 

（3）遊具等を体験学習施設の外に持ち出さないこと。 

（4）危険物又は危険を及ぼすおそれのあるもの若しくは迷惑となるものを持ち込まな 

いこと。 

（5）前各号に掲げるもののほか、体験学習施設の利用について係員の指示に従うこと。 

 （その他） 

第 14 条 この規則に定めるもののほか、体験学習施設の管理等に関し必要な事項は、市長 

 が定める。 

 

附 則 

(施行期日) 

１ この規則は、甲斐市しのはら公園子ども体験学習施設条例（令和 7年甲斐市条例第 18



号)の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 

(経過措置) 

２ 条例附則第 2 項の規定により条例の施行の日前に体験学習施設の管理に関し地方自治

法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 条の 2 第 3 項に規定する指定管理者が指定される場合

における当該指定の申請については、第 2条の規定の例による。 

３ この規則による体験学習施設の利用に係る許可、利用料金の徴収その他必要な行為は、 

施行日前においても行うことができる。 



様式第1号(第2条関係) 

年  月  日 

 

 

 甲斐市長    様 

 

 

(申請者)              

所在地               

団体の名称             

代表者の氏名          印 

 

 

指定管理者指定申請書 

 

 甲斐市しのはら公園子ども体験学習施設の指定管理者の指定を受けたいの

で、甲斐市しのはら公園子ども体験学習施設条例第5条第1項の規定により、必要

書類を添付の上、申請します。 



様式第2号(第3条関係) 

年  月  日  

 

指定管理者  様 

 

  申請者 所在地（住所）             

団体名                 

代表者氏名            印  

連絡先                 

 

甲斐市しのはら公園子ども体験学習施設屋内遊戯体験スペース利用許可申請書 

 

 甲斐市しのはら公園子ども体験学習施設屋内遊戯体験スペースを団体で利用

したいので、次のとおり申請します。 

利用日時   年  月  日（  ） 

□第１クール（午前10時～11時30分） 

□第２クール（正  午～１時30分） 

□第３クール（午後２時～３時30分） 

□第４クール（午後４時～５時30分） 

利用目的  

利

用

人

数 

区 分 
乳児 

１歳未満 

幼児 

１～６歳 
小学生 保護者等 合計 

人 数      

当

日

責

任

者 

住 所 
〒 

 

氏 名  連絡先  

備考  

 注１ 児童１０人以上とその保護者等で構成する団体は、平日に限り団体利用をする 

    ことができます。 

  ２ 団体で利用する場合、施設へ事前にお問い合わせのうえ、利用しようとする日の 

６か月前から７日前までの間に利用の許可を受けてください。 

  ３ １歳未満の乳児については、年齢の確認できるものを提示してください。 

 
 

受付 決定 

  

 



様式第3号(第4条関係) 

 

発行日 

甲斐市しのはら公園子ども体験 

学習施設屋内遊戯体験スペース 

利用券 

 

指定管理者      

当日限り有効      



様式第4号(第4条関係) 

年  月  日 

 

          様 

 

   

 指定管理者         印  

              

 

甲斐市しのはら公園子ども体験学習施設屋内遊戯体験スペース利用許可書 

 

  年 月 日付けで申請のありました甲斐市しのはら公園子ども体験学習施

設屋内遊戯体験スペースの利用につきましては、次のとおり許可します。 

利用日時  年  月  日（  ） 

□第１クール（午前10時～11時30分） 

□第２クール（正  午～１時30分） 

□第３クール（午後２時～３時30分） 

□第４クール（午後４時～５時30分） 

利用目的  

利

用

人

数 

区 分 
乳児 

１歳未満 

幼児 

１～６歳 
小学生 保護者等 合計 

人 数      

当

日

責

任

者 

住 所 
〒 

 

氏 名  連絡先  

備考  

 注１ 責任者は、利用する際に本許可書を係員に提示してください。 

  ２ 利用の内容を変更しようとするときは、速やかにお申し出ください。 

  ３ 利用の取消しをしようとするときは、速やかにお申し出のうえ、本許可書を 

返還してください。 



様式第5号(第6条関係) 

 

甲斐市しのはら公園子ども体験学習施設一時預かり利用申込書  NO．    

 

      年  月  日 

 

             申込者 住 所               

氏 名               

 電話番号（自宅）          

    （携帯）          

  

利用希望乳幼児名 性別 生年月日 年齢 

(ﾌﾘｶﾞﾅ) 

男 ・ 女 年  月  日 歳  か月 
 

現在の保育状況 １．家庭 

２．保育園・幼稚園など 

施設名： 

緊急連絡先 

 

１ 氏名         

続柄         
ＴＥＬ 

             

 

２ 氏名         

続柄         
ＴＥＬ 

             

かかりつけ医 病院名： 

 

医師名： 

 

ＴＥＬ： 

 

既往歴  

家

族

状

況 

氏名 年齢 続柄 勤務先等 

    

    

    

    

    

 



 

様式第 6号（第 8条関係） 

 

甲斐市しのはら公園子ども体験学習施設体験学習室利用許可申請書 

 

指定管理者   様                      

                   

                  申請者住所 

                  申請者名             

                  申請者連絡先 

  

 

 子ども体験学習施設体験学習室の利用を次のとおり申請します。 

利 用 者  

連 絡 先  

利 用 室 名 体験学習室       

利 用 目 的  

利 用 日 時 

            ・午前 10 時から正午まで 

月   日（ ） ・午後 1時から午後 3時まで 

         ・午後 3時 30 分から午後 5時 30 分まで 

利 用 備 品 等   

利 用 時 間    時間   分 利 用 人 数 人 

金 額  円   

備 考 

  

 

 

 

 

 



 

様式第 7号（第 8条関係） 

 

甲斐市しのはら公園子ども体験学習施設体験学習室利用許可書 

 

 利用者名 

                         

 

 

指定管理者         印 

  

 

 

 子ども体験学習施設体験学習室の利用を次のとおり許可します。 

利 用 者  

連 絡 先  

利 用 室 名 体験学習室       

利 用 目 的   

利 用 日 時 

          ・ 午前 10 時から正午まで 

月   日（ ） ・ 午後 1時から午後 3時まで 

           ・ 午後 3 時 30 分から午後 5 時 30 分まで 

利 用 備 品 等   

利 用 時 間   時間  分 利 用 人 数 人 

備 考 

  

 

 

（注意事項） 

 1 利用の際は、子ども体験学習施設の職員等に提示すること。 

 2 利用者は、準備、片付け及び清掃を必ず行うこと。 

 

 

 



様式第 8 号（第 11 条関係） 

   年 月 日  

指定管理者     様 

 

                     申請者 住所         

                         氏名        

 

甲斐市しのはら公園子ども体験学習施設体験学習室利用料減免申請書 

 

 甲斐市しのはら公園子ども体験学習施設条例施行規則第11条第1項の規定によ

り、次のとおり利用料の（減額・免除）を申請します。 

 

利 用 施 設 名  体験学習室       

利用団体名等   

団 体 種 別   

団体責任者名 
住 所   電 話 番 号 

氏 名     

団 体 人 数         人 

利 用 日     年   月   日（  ） 

利 用 時 間 
           ・ 午前10時から正午まで 

月   日（ ）  ・ 午後1時から午後3時まで 

・ 午後3時30分から午後5時30分まで 

利 用 目 的 

及 び 内 容 

（具体的に記入） 

  

減 免 の 理 由   

減 額 又 は 

免 除 申 請 額 

使 用 料 額 減免申請額 備 考 

      円       円   

 

 



様式第 9 号（第 11 条関係） 

 

      年 月 日  

 

      様 

 

                       指定管理者      印  

 

甲斐市しのはら公園子ども体験学習施設体験学習室利用料減免許可書 

 

    年 月 日付けで申請のあった甲斐市しのはら公園子ども体験学習施

設利用料の減免について、甲斐市しのはら公園子ども体験学習施設条例施行規則

第11条第2項の規定により、次のとおり利用料を（減額・免除）します。 

利 用 施 設 名   体験学習室        

利用団体名等   

団 体 種 別   

団体責任者名 
住 所   電 話 番 号 

氏 名     

団 体 人 数         人  

利 用 日     年   月   日（  ） 

利 用 時 間 

           ・ 午前10時から正午まで 

月  日（ ）  ・ 午後1時から午後3時まで 

・ 午後3時30分から午後5時30分まで 

利 用 目 的 

及 び 内 容 

（具体的に記入） 

  

減 免 の 理 由   

減 額 又 は 

免 除 額 

利 用 額 減 免 額 備 考 

      円       円   

 


